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内部留保額
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日立の内部留保と従業員推

製
造
業
の
景
気
悪
化

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
が
発
表
し
た
８
月
の
景
気
動
向
調
査
で

は
、
製
造
業
で
４
ヶ
月
連
続
で
低
下
し
ま
し
た
。
日
銀
の

「
短
観
」
で
も
大
企
業
製
造
業
は
、
３
四
半
期
連
続
で
悪
化

し
ま
し
た
。
先
行
き
見
通
し
で
は
マ
イ
ナ
ス
５
ポ
イ
ン
ト
予

測
し
て
い
ま
す
。
米
中
貿
易
摩
擦
の
長
期
化
や
10
月
か
ら
の

消
費
税
10
％
の
影
響
が
大
き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。

実
質
賃
金
も
８
ヶ
月
連
続
で
下
落

厚
労
省
が
発
表
す
る
毎

月
勤
労
統
計
調
査
で
は
、

８
月
は
前
年
度
比
で
０･

６

％
減
、
１
月
か
ら
連
続
８
ヶ

月
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
ま
し

た
。
名
目
賃
金
で
も
６
月

を
除
く
月
で
マ
イ
ナ
ス
で

す
。
昨
年
の
春
闘
、
一
時

金
が
低
額
と
な
っ
た
こ
と

が
原
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

家
計
消
費
は
５
年
前
か
ら

マ
イ
ナ
ス
20
万
円

家
計
の
消
費
で
は
、
８
％

に
消
費
税
が
上
が
っ
て
か
ら

マ
イ
ナ
ス
消
費
が
続
き
20
万

円
も
下
が
っ
て
い
ま
す
。
経

済
の
柱
は
家
計
消
費
で
す
。

実
質
賃
金
が
下
が
り
、
さ
ら

に
消
費
税
が
10
％
と
で
は
不

況
は
い
っ
そ
う
悪
化
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

日
立
の
内
部
留
保
は

３
兆
２
７
６
１
億
円

一
方
、
大
企
業
の
内
部
留
保
は
増
え
続
け
４
４
９
兆
円
と

い
う
空
前
の
規
模
に
積

み
あ
が
っ
て
い
ま
す
。

日
立
で
も
こ
の
間
、
内

部
留
保
を
積
み
増
し
続

け
、
３
兆
円
を
大
き
く

超
え
て
い
ま
す
。
同
時

に
国
内
の
従
業
員
（
連

結
）
は
、
１
万
１
千
人

以
上
を
削
減
し
、
人
減

ら
し
を
し
な
が
ら
利
益

を
積
み
上
げ
て
い
ま
す
。

ま
さ
に
『
黒
字
リ
ス
ト
ラ
』
『
リ
ス
ト
ラ
で
利
益
を
あ
げ
る

企
業
』
と
呼
ば
れ
て
も
否
定
で
き
な
い
実
態
と
な
っ
て
い
ま

す
。内

部
留
保
の
２
・５
％
還
元
で

３
万
円
の
賃
上
げ
で
き
る

日
立
の
連
結
国
内
従
業
員
に
３
万
円
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
を

す
る
費
用
は
約
８
２
７
億
円
で
す
（
17
ヶ
月×

３
万
）
こ
れ

は
内
部
留
保
の
わ
ず
か
２
・
５
％
で
す
。

国
内
景
気
が
大
変
で
、
労
働
者
の
生
活
も
困
窮
す
る
事
態

で
す
。
た
め
込
ん
だ
お
金
を
労
働
者
に
還
元
し
、
消
費
を
増

や
し
景
気
を
よ
く
す
る
こ
と
を
ま
と
も
な
経
営
者
な
ら
決
断

す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

全
国
一
律
最
賃
実
現
し

時
給
１
５
０
０
円
を

非
正
規
労
働
者
の
待
遇
改
善
は
日
本

の
景
気
を
よ
く
す

る
こ
と
と
密
接
に

繋
が
っ
て
い
ま
す
。

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

を
な
く
し
ま
し
ょ

う
。
そ
の
た
め
に

は
全
国
一
律
の
最

賃
制
を
実
現
し
、

時
給
１
５
０
０
円

を
早
く
実
現
す
る

こ
と
で
す
。

す
べ
て
の
労
働

者
が
声
を
上
げ
る

と
き
で
す
。

｢景気悪化深刻｣ こんな時こそ内部留保還元を
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ア
メ
リ
カ
財
界
は
「株
主
第
一
や
め
て

公
正
な
賃
金
を
」宣
言

ア
メ
リ
カ
大
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
構
成
さ
れ
る
財
界
団
体

は
、
「
企
業
の
目
的
は
す
べ
て
の
利
害
関
係
者
に
奉
仕
す

る
こ
と
だ
」
と
す
る
新
宣
言
を
決
ま
ま
し
た
。
こ
の
新
宣

言
は
、
利
害
関
係
者
と
し
て
顧
客
、
供
給
業
者
、
地
域
住

民
、
株
主
を
あ
げ
、
「
顧
客
に
価
値
あ
る
も
の
を
届
け
る
」

「
従
業
員
に
公
正
な
給
与
を
支
払
い
、
彼
ら
の
技
術
や
能

力
の
向
上
に
注
力
す
る
」
「
地
域
住
民
に
貢
献
し
、
企
業

活
動
を
長
期
に
維
持
可
能
と
す
べ
く
環
境
を
保
護
す
る
」

な
ど
の
約
束
を
掲
げ
ま
し
た
。

日
本
の
財
界
は

日
本
で
は
情
け
な
い
こ
と

に
、
大
企
業
は
内
部
留
保
と

株
主
配
当
を
増
や
す
こ
と
に

は
熱
心
だ
が
、
賃
金
と
法
人

税
は
出
し
渋
る
よ
う
で
す
。

財
界
は
未
来
を
考
え
る
べ
き

で
す
。

「電機懇」２０２０年春闘要求アンケートにご協力を
日立懇は「電機懇生活改善要求アンケート」に今年も取り組みます。同封のアンケートであなたの声を、お寄せください。

非
正
規
の
待
遇
改
善
め
ざ
し



高年齢給付
11

本給
100

本給
60

原
則
６
割
以
上

定年退職前 ６０歳以降（制度改定後）

○本人希望による

職務変更

○成果・貢献が著しく低い

○職務内容限定

○配置転換・異動限定

○定年後再雇用の事情

○各人の職務並びに

成果・貢献等

○地域制・事業分野・

担当職務の市場賃率等

項目 現行取扱 改定案

契約期間
・1年間の有期労働契約 ・4月1日から翌年3月までの1年間の有期労働契約。

・定年退職後の再雇用時及び満65歳到達による契約期間満了時には、上記と異なる場合有。

GPM

・定めなし ・総合職と同様の職務に従事する場合は、GPMを実施する。
・基幹職と同様の職務に従事す津場合は、「行動の的確さ」及び「成果の大きさ」を踏まえて考課
を決定し、そのフィードバックを通じて、目標達成のために支援を行なう。

勤務形態
・短時間勤務、勤務日数を減じた
勤務等、多様化を図る。

・短時間勤務、勤務日数を減じた勤務等、多様化を図る（変更なし）。

配置転換
異動

・業務上の都合により必要である
場合は、異動されることがある。

・契約期間中は、労働協約書の記載契約書の記載の範囲を越える配置転換・移動は行わない。
・転居を伴う配置転換・異動は、契約更新時であっても、本人の同意がない限り行わない。

本給水準
・定年退職直前の賃金水準の50
～60％程度を目安とする。

・各人の職務並びに成果・貢献度等に応じて、個別に設定する。本給水準は定年退職前本給の
原則６割以上とする。

裁量労働 ・適用対象外 ・裁量労働勤務制度や業務手相手制度を適用有。

賞与
・「期末手当」として、契約に基づ
き支給する。

・「賞与」として、社員に見合って支給する。試算計算式は「（本給×［恭順支給率±個人成果反
映支給率」とする。

連
絡
し
て
く
れ
よ

台
風
15
号
で
交
通
網
が

大
き
く
混
乱
し
た
。
そ
の

時
、
派
遣
社
員
の
人
は
、

職
場
の
人
に
連
絡
が
取
れ

ず
、
復
旧
が
遅
れ
た
鉄
道

で
４
時
間
も
遅
れ
て
、
職

場
に
着
い
た
。
し
か
し
、

職
場
に
数
人
し
か
い
な
い
…
。
も
し
か
し
て
、

休
み
じ
ゃ
な
か
っ
た
の
。
会
社
か
ら
連
絡
く
れ

よ
。
し
か
も
、
会
社
に
来
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

半
日
年
休
に
し
ま
し
た
っ
て
。
こ
れ
で
も
日
立

か
よ
。

（
サ
ー
ビ
ス
＆
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
Ｂ
Ｕ
関
連
）

シ
ニ
ア
に
な
っ
て
も
責
任
は
現
役
並
み
？

再
雇
用
の
条
件
が
来
年

４
月
か
ら
改
善
さ
れ
て
、

週
の
勤
務
日
数
が
原
則
４

日
か
ら
５
日
に
変
わ
る
ら

し
い
。
賃
金
も
定
年
時
の

４
割
～
５
割
だ
っ
た
の
が

６
割
に
増
え
る
の
で
、
収

入
面
で
は
若
干
改
善
さ
れ
る
け
ど
、
定
年
後
も

Ｇ
Ｐ
Ｍ
で
目
標
管
理
さ
れ
る
の
は
正
直
し
ん
ど

い
。

（
Ｈ
Ｉ
Ｓ
Ｙ
Ｓ
）

目
先
の
利
益
よ
り
も
長
期
的
に
見
よ
う
よ

最
近
は
、
ど
ん
ど
ん
、
海
外
調
達
が
進
め
ら

れ
て
い
る
。
設
計
を
国
内
、
生
産
は
海
外
と
い

う
ケ
ー
ス
も
増
え
て
き
て
い
る
。
一
方
で
、
日

本
の
賃
金
は
増
え
な
い
ま
ま
。
一
方
で
中
国
は
、

収
入
が
増
え
た
人
が
多
く
な
っ
た
た
め
か
、
箱

根
に
も
よ
く
遊
び
に
来
て
い
る
。
今
の
ま
ま
時

が
過
ぎ
れ
ば
、
中
国
や
海
外
と
の
賃
金
格
差
は

縮
小
し
、
追
い
越
さ
れ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
だ
け
の
お
金
の
損
得
で
、

海
外
移
転
を
進
め
る
の
は
い
い
こ
と
だ
ろ
う
か
？
。

（
日
立
ジ
ョ
ン
ソ
ン
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ズ
空
調
）

早
く
帰
れ
な
い
の
は
自
己
責
任
？

働
き
方
改
革
で
上
司
か
ら
「
何
し
て
る
！
な

ぜ
帰
ら
な
い
」
と
責
め
ら
れ
る
。
仕
事
量
が
多

く
こ
な
し
き
れ
な
い
と
答
え
る
と
「
効
率
が
悪

い
！
お
前
の
せ
い
だ
」
と
ま
た
責
め
ら
れ
る
。

あ
ま
り
に
威
圧
的
に
言
わ
れ
る
の
で
、
残
業
し

て
も
「
退
社
時
に
Ｐ
Ｃ
を
消
し
忘
れ
た
」
と
虚

偽
申
告
す
る
同
僚
も
い
る
。

会
社
は
何
も
改
善
せ
ず

「
ど
う
す
れ
ば
早
く
帰
れ

る
ん
だ
？
ど
う
や
っ
て
売

上
を
上
げ
る
ん
だ
？
」
と

経
営
側
の
責
任
ま
で
従
業

員
に
押
し
付
け
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。（

日
立
空
調
）

２
０
２
０
年
４
月
施
行
の

均
等
待
遇
（
同
一
労
働
同
一

賃
金
）
に
対
応
す
る
た
め
に
、

シ
ニ
ア
社
員
（
定
年
後
再
雇

用
者
）
の
処
遇
に
関
し
て
労

使
で
論
議
し
て
い
ま
す
。

会
社
か
ら
は
、
契
約
期
間
、

Ｇ
Ｐ
Ｍ
に
つ
い
て
、
勤
務
形

態
、
配
置
転
換
・
異
動
、
本

給
水
準
、
裁
量
勤
務
手
当
・

業
務
手
当
、
賞
与
な
ど
に
つ

い
て
提
案
（
下
表
）
が
あ
り
、

日
立
労
組
は
、
会
社
提
案
に

つ
い
て
は
「
Ｇ
Ｐ
Ｍ
の
適
用

や
個
々
の
役
割
・
仕
事
に
よ

り
着
目
し
て
個
別
に
本
給
が

設
定
さ
れ
る
こ
と
、
本
給
の

最
低
水
準
が
設
け
ら
れ
る
こ

と
な
ど
で
シ
ニ
ア
社
員
の
基

本
的
な
扱
い
に
一
定
の
改
善

が
図
ら
れ
る
と
考
え
る
」
と

し
て
い
ま
す
。

成
果
求
め
る
な
ら

賃
金
も
同
等
に

今
回
の
処
遇
見
直
し
で
は
、

シ
ニ
ア
社
員
は
現
職
社
員
と

同
等
の
「
働
き
方
」
と
な
り
、

成
果
・
貢
献
度
の
評
価
に
よ
っ

て
は
現
行
水
準
以
下
の
本
給

へ
の
引
き
下
げ
も
あ
り
ま
す
。

（
下
図
）

ま
た
、
本
給
水
準
の
考
え

方
に
、
企
業
年
金
や
高
年
齢

雇
用
継
続
給
付
金
等
を
前
提

に
し
て
い
ま
す
が
、
働
い
た

対
価
と
し
て
の
賃
金
に
そ
ぐ

わ
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

現
職
社
員
と
同
じ
「
働
き

方
」
を
求
め
る
な
ら
、
本
給
、

賞
与
も
現
職
社
員
と
同
等
と

す
べ
き
で
す
。
こ
れ
が
、
同

一
労
働
同
一
賃
金
に
相
応
し

い
処
遇
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。

定
年
延
長
が
一
番

60

歳
定
年
・
再
雇
用
時
は

無
年
金
と
な
っ
て
い
ま
す
。

定
年
後
も
安
定
し
た
生
活
が

確
保
で
き
る
よ
う
、
現
職
と

同
等
の
賃
金
の
実
現
、
そ
の

た
め
に
は
定
年
65

歳
の
実
現

が
求
め
ら
れ
ま
す
。

シニア社員は定年延長で均等待遇の実現を

シニア社員の本給の検証モデル

会社提案シニア社員の基本的な取扱い

※図、表は日立労組機関紙HITACHI UNION NOW No.1191から転載


